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〓業界情報〓 
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平成２９年１月から登録自動車（軽自動車を除く）の検査標章（ステッカー）の様式が変わります。 

なお、一部の車種においては、フロントガラス上面の遮光セラミックコート部（ドット柄）に検査標章を貼付す

るための「貼付用窓」を設けた車種があり、平成２９年１月から交付の検査標章を貼付した場合、標章の一

部がセラミックコート部に隠れてしまい、道路運送車両法に抵触する恐れがあることから、セラミックコート

部以外の視認可能な位置へずらして貼付する必要があります。 

 また、トヨタ自動車株式会社においての本件対応については、下記のとおり、国土交通省および自動車

技術総合機構への報告が実施された旨の情報提供がありました。 

 なお、トヨタ自動車株式会社以外の自動車メーカーからの情報については、現在ありませんが、入り次

第改めてお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査標章（ステッカー）の様式変更に伴う対応について 
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指定整備事業協議会では、指定自動車整備事業の適切かつ円滑な運営を図るため、関東運輸局山

梨運輸支局と、独立行政法人自動車技術総合機構 関東検査部山梨事務所のご協力を頂き「自動車

検査員業務等研修会」を開催しました。 

当日は、多くの自動車検査員が参加し、実車を使用し、不良個所の設定をする等、実技研修も行

われ、現場において応用できる充実した研修となりました。 

 

指定整備事業協議会 自動車検査員業務等研修会が開催されました 

検査コースの機器点検に伴う閉鎖について 
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開催日時 平成２８年１２月９日（金） １４：００～１７：００ 

会  場 (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂・第３教室・実習場 

参 加 者 １５０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】ブレーキ関係の修理を依頼したが、直らないと言われた。 

・車名 ：軽トラック  ・登録年月：昭和６１年  ・走行距離：４７，０００ｋｍ   

・相談日：平成２７年１１月２５日 

半年前に車検を整備工場（認証工場）に依頼した。納車された車を確認すると、動きが重く、ま

た、ブレーキをかけると片効きをする状態で怖くて乗れなかった。工場に再入庫させ、１ヶ月経過

後の連絡では、広範囲にブレーキ関係の部品交換を行い、また、考えられる部分の修正をしたが症

状は改善されず、劣化によるフレームの歪みによる不具合と判断され、直らないとの説明であった。 

前回の車検の際、フレームの錆びによる孔あき修理を有償で行っており、不具合の因果関係も判ら

ずに、直らないままでは納得できない。車検合格後に不具合を指摘されても無理な話。車検を取ら

ない選択肢もあったので、現状では乗ることが出来ないことから保証して欲しい。 

 

【対応】 

相談者には、｢整備依頼を受けたのであれば工場側は原状回復、ないし依頼事項を処理するのが原

則になると思います。今回の場合フレームの傷み具合について発見が遅れたことは、通常の目視に

より確認作業だけでは困難な部分もあると思いますが、前回の修復履歴や年式等を考えて対応が必

要であったとも言えます｣と説明した。更に、｢乗り続けたいとの考えであれば、外部に委託する等

により現在の技術によれば、相談者の応分の負担をもって再生させることも可能かと思います。ま

た、作業を中断するのであれば完了していないことから整備工場側と話合いの場を設けられると思

います｣と伝えた。工場に確認の結果、原因探究に時間が掛かったことや前回の修理状況等を考慮

した対応が出来なかった点は認識しており、最善を尽くしたが成果を上げられなかった。相談者に

は全ての車検経費を返却する方向で交渉しているが、理解を頂けていない状況であった。外部委託

による修復作業についても選択肢に含め、社内で検討して話し合いを続けたいとのこと。相談者に

は確認内容を伝えると共に、話合いの中で妥協点を探るようにアドバイスをした。 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.60 
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バッテリ液量点検要領について 

      トヨタ自動車株式会社 

 

車両に搭載するバッテリの多様化に伴い、バッテリ液量点検の要領を見直しました。 

つきましては、以下の通り点検要領をお知らせしますので、確実な点検整備の実施をお願

い致します。 

 

■ 対象点検項目 

  液量（完全密封式はバッテリ型式の先頭に S の標記があり、液量点検不要） 

   

  表１：型式表示とバッテリの種類 

型式表示（例） バッテリの種類 備考 

S４６B２４L 完全密封式 バッテリの液減少なし 

４６B２４L 

開放式 

 

一般的なタイプ 

 Q－８５ アイドリングストップ車等に採用 

  LN2 欧州規格タイプ 

                       

 

■ 追加内容 

 （１）インジケータを使用する方法の追加 

 （２）判定基準を明確化 

 （３）異常時の対応を、バッテリの搭載位置毎に区別化 

 

 

■ 液量点検要領 

  表２：液量点検要領            赤文字部が今回の追加内容 

項目 要領 

 

点検手法 

（判定基準） 

 

バッテリ側面又は液口栓から液量を目視 

(UPPER-LOWER の中間位置より上にあること)

もしくは 

バッテリ上部のインジケータを確認 

（液不足の表示が出ていないこと） 

異常時の 

 対応 

室内搭載の場合 交換 

室内以外搭載の場合 液補充 

      

          

 

整備インフォメーション
Vol. 69 
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